
社会に役立つ人に～子ども達の生きる力を育てるために～ 校長 田中 明子

長い長い休校期間が終わり、子ども達の笑顔と明るい
声が学校に戻ってきました。
まさかこんなに長い休校になるとは誰も予測できませ

んでしたが、悩みながらも、３密を防ぐには？学校に登
校しなくても学習するには？会いたくても会えない人と
コミュニケーションをとるには？などの課題をどうした
らよいのか考え、工夫して、「新しい生活様式」が発信さ
れました。まさに、新しい学習指導要領の考え方が求め
られているのではないかと思います。
学校で学んだことが、子ども達の「生きる力」となって、明日に、そしてその先の

人生につながってほしい。これからの社会が、どんなに変化して予測困難な時代にな
っても、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、判断して行動し、それぞれに思い
描く幸せを実現してほしい。４月から始まっている新しい学習指導要領は、こうした
願いが込められています。
学校では「主体的・対話的で深い学び」の視点で、授業を改善していきます。
①一つ一つの知識がつながり、「わかった！」「おもしろい！」と思える授業に
②周りの人たちと共に考え、学び、新しい発見や豊かな発想が生まれる授業に
③見通しをもって、粘り強く取り組む力が身に付く授業に
④自分の学びを振り返り、次の学びや生活に生かす力を育む授業に
子ども達の「生きる力」を育むには、学校での学びを日常生活で活用したり、ご家

庭での経験を学校生活に生かしたりすることが、とても大切です。
お子さんが学校で学んだことについて、ご家庭で、ぜひ話してみてください。
保護者の働きかけがある子どもの学力は高いという傾向があります。
例えば…
□学校や友達のこと、地域や社会の出来事など家庭での会話が多い。
□テレビやゲームの時間などのルールを決めている。
□子どもに最後までやり抜くことの大切さを伝えている。
□地域や社会に貢献するなど、人の役に立つ人間になることを重

視している。
保護者の皆様の働きがけが、子ども達の「生きる力」を育む原動

力になります。
「生きる力」を育てるために、学校・家庭・地域が力を合わせて

社会全体で子ども達を見守っていきたいと思っています。
まずは、「分散登校」という形で学校を再開します。５日（金）

からは午後登校も始まります。子どもたちの安心・安全を守るため
に、地域の皆様の見守りや保護者の方々のご協力を引き続きよろし
くお願いいたします。
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学校の新しい生活様式
八木北小においても、「３つの密」を徹底して避ける、「マスクの着用」、「手洗いな

どの手指衛生」など基本的な感染対策を継続する「新しい生活様式」を導入し、感染
及びその拡大のリスクを可能な限り低減しつつ教育活動を継続し、子ども達の健やか
な学びを保障していきます。
【分散登校】
①登下校の安全確保や兄妹関係等を考慮し、学級をＡとＢの2つのグループに分け
て分散登校します。（６月２６日まで）
②長期休校が続いたことを考慮して、４日（木）までは全校１日おきの午前中登校
で慣らし、５日からは、１，２年生は１日おきの午前中登校を続け、３年生以上
はグループごとに午前と午後を交互にして登校します。（なのはな学級は毎日の
午前中登校とします。）

③第３週からは、午前中登校のグループの児童は給食後、下校となります。
（Ａグループは１５日（月）から、Ｂグループは１６日（火）から）

【新しい生活様式】
①毎朝、ご家庭で検温と健康観察をしていただき、記入した「健康観察カード」を
忘れずに持たせてください。登校後、学校でも検温と健康観察を行い、体調のよ
くないお子さんは早退となります。無理のない登校と、お子さんのお迎えができ
る態勢作りをお願いします。
②マスクを着用して登下校し、給食を食べる時や体育で運動する時、熱中症対策時
などを除き、マスクを付けて学習します。
（マスクの予備とマスクを入れるビニール袋を持たせてください。）
③登校したら、まずは手洗いから学校生活が始まります。また、機会あるごとに手
洗いをさせます。ハンカチやティッシュ、鼻をかんだティッシュを入れるビニー
ル袋も忘れずに持たせてください。
④学習中は絶えず窓や扉を開けて、十分な換気を行います。温度調節のしやすい服
装で登校させてください。
⑤教室内や水飲み場、トイレなどでも可能な限り十分な身体的距離を保ちます。ま
た、機会あるごとにこまめな消毒を行います。

感染症予防のため、また、授業時間数確保のため、市内小中学
校では今年度、以下の行事を中止としました。
【学校主催行事】 運動会（体育祭）・修学旅行・林間学園・校外学習
【教育委員会主催行事】 小中学校音楽発表会・小学校ミニバスケットボール大会

夏季休業期間の変更について
・夏季休業期間は、８月１日（土）～２３日（日）とします。
・６年生は、８月３日（月）～７日（金）午前中に授業を実施します。（給食なし）
・８月２４日（月）から第２学期が開始します。（給食も開始）


